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問 19 配偶者 ( 同居しているパートナーを含む ) や恋人が現在いらっしゃいますか。または、 

過去にいらっしゃったことがありますか。(○印は 1つ) 

 

【図表 19-1 配偶者（同居しているパートナーを含む）や恋人の有無】 

８． 人権について 

（１）配偶者（同居しているパートナーを含む）や恋人の有無 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆9割程度の回答者に配偶者（同居しているパートナーを含む）や恋人が「いる（いた）」  

配偶者（同居しているパートナーを含む）や恋人の有無について、「いる（いた）」は 86.4％、「いな

い（いなかった）」は 10.5％となっている。 

  

86.4 10.5 3.0 
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H26

(n=1,386)

いる（いた） いない（いなかった） 無回答 
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40代

(n=126)  

30代

(n=107)  

20代

(n=62)  

＜性別、性・年齢別＞ 

 性別にみると、配偶者や恋人が「いる（いた）」は男女ともに 8割を超えている。 

 性・年齢別にみると、男女ともに 20 代は「いる（いた）」が 7割前後と他に比べると低いが、その他

の年代では 8割を超えている。 

 

【図表 19-2 配偶者（同居しているパートナーを含む）や恋人の有無（性別、性・年齢別）】 
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女性
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いる（いた） いない（いなかった） 無回答 
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問 19 で、１と答えた方のみお答えください。 

問 20 あなたは、これまでに、配偶者や恋人関係にあった者から次のような行為を受けたことが 

ありますか。それぞれについてお答えください。（○印はそれぞれ 1つ) 

 

【図表 20-1 配偶者や恋人関係にあった者から受けたことのある行為】 

（２）配偶者や恋人関係にあった者から受けたことのある行為 
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2.0 

2.9 

2.9 

7.6 
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◆2割の回答者が配偶者や恋人から大声でどなられた経験がある 

配偶者（同居しているパートナーを含む）や恋人から受けたことのある行為について、「大声でどな

る」が『ある』（「一、二度あった」と「何度もあった」を合わせた割合）は 25.5％と最も高くなって

いる。また、「ものを投げつける」、「ドアをけったり、壁にものを投げつけたりして、おどす」、「何

を言っても長期間無視し続ける」は『ある』が 1割を超えている。 
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＜性別（女性）＞ 

 配偶者や恋人に受けたことの『ある』行為について、女性は「大声でどなる」が 26.9％と最も高くな

っている。また、「平手で打つ、殴る、ける」、「ものを投げつける」､「殴るふりをして、おどす」、

「ドアをけったり、壁にものを投げつけたりして、おどす」、「いやがっているのに性的な行為を強要

する」、「何を言っても長時間無視し続ける」、「「誰のおかげで生活できるんだ」とか「かいしょう

なし」などと言う」、「交友関係や電話を細かく監視する」も 1割を超えている。 

 

【図表 20-2 配偶者や恋人関係にあった者から受けたことのある行為（女性）】 
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とか「かいしょうなし」などと言う

  生活に必要なお金を渡さない、

食事をさせない

 収入を取り上げる、

外で働くことを妨げる

その他
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＜性別（男性）＞ 

 配偶者や恋人に受けたことの『ある』行為について、男性は「大声でどなる」が 22.8％と最も高くな

っている。また、「何を言っても長時間無視し続ける」も 1 割を超え、精神的暴力が高くなっている。 

 

【図表 20-3 配偶者や恋人関係にあった者から受けたことのある行為（男性）】 
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41.5
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32.7

5.7

32.1

16.0
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（％）

＜暴力の種類別＞ 

 配偶者や恋人がいる（いた）人から受けたことのある行為について、精神的暴力が 30.6％と最も高く、

次いで身体的暴力（22.5％）、性的暴力（8.7％）などの順になっている。いずれの暴力も、経験した

割合は女性が男性を上回っている。 

 

【図表 20-4 配偶者や恋人関係にあった者から受けたことのある行為（暴力の種類別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜暴力の種類別・何度も受けたことがある行為＞ 

 配偶者や恋人がいる（いた）人から何度も受けたことがある行為について、男女ともに精神的暴力が

9.8％と最も高く、次いで身体的暴力（3.8％）、性的暴力（3.0％）などの順になっている。いずれの

暴力も、経験した割合は女性が男性を上回っている。 

 

【図表 20-5 配偶者や恋人関係にあった者から何度も受けたことのある行為（暴力の種類別）】 
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＜暴力の種類別、前回調査との比較＞ 

 暴力の種類別に H21 年調査と比べると、経済的暴力は上昇しているが、他の項目では低下している。 

 

【図表 20-6 配偶者や恋人関係にあった者から受けたことのある行為（暴力の種類別、前回調査との比較）】 
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＜暴力を受けた経験がある人の状況、前回調査との比較＞ 

 暴力行為経験者ベースに H21 年調査と比べると、身体的暴力の多くは低下、性的暴力、精神的暴力、

経済的暴力の多くは上昇している。 

 

【図表 20-7 配偶者や恋人関係にあった者から受けたことのある行為】暴力行為経験者ベース 
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「平手を打つ」と「足でける」で分離 
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問 20 で、ひとつでも２または３と答えた方のみお答えください。 

問 21 あなたはこれまでに、その相手の行為によって、命の危険を感じたことがありますか。 

(○印は 1つ) 

 

【図表 21-1 命の危険を感じたこと】暴力行為経験者ベース 

（３）命の危険を感じたこと 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆暴力行為を受けたことがある人の 1割が命の危険を感じている 

 暴力を受けたことがある人で、相手の行為によって命の危険を感じたことについて、「感じた」は

10.9％となっており、H16 年調査に比べると、約 2倍になっている。 

 

＜回答者全体ベース＞ 

 配偶者や恋人がいる（いた）人で、回答者全体ベース（問 20 のいずれかで 1～3と回答した人をベー

ス）にみると、相手の行為によって命の危険を「感じた」は 4.3％となっている。 

 

【図表 21-2 命の危険を感じたこと】回答者全体ベース 
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＜性別、性・年齢別＞ 

 性別にみると、暴力を受けたことがある人で、命の危険を「感じた」は女性が 14.9％、男性が 4.2％

となっており、女性は男性の約 3.5 倍となっている。 

性・年齢別にみると、女性は命の危険を「感じた」が 20 代で 25.0％と最も高く、その他の年代でも

1割を超えている。男性は 20 代全員が「感じなかった」と回答している。 

回答者全体ベースにみると、命の危険を「感じた」は女性 30 代から 50 代が 7.0％を超えているが、

男性は 30 代で 3.3％が最も高くなっている。 

 

【図表 21-3 命の危険を感じたこと（性別、性・年齢別）】暴力行為経験者ベース 
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【図表 21-4 命の危険を感じたこと（性別、性・年齢別）】回答者全体ベース 
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20代

(n=45)   
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19.0 

9.2 

10.8 

77.6 

84.0 

85.4 

3.4 

6.7 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

美作県民局管内

(n=58)

備中県民局管内

(n=163)

備前県民局管内

(n=213)

＜地域別１＞ 

 命の危険を「感じた」は美作県民局管内で 19.0％と備前県民局管内、備中県民局管内の約 2倍となっ

ている。回答者全体ベースにみると、美作県民局管内は 7.3％と最も高くなっている。 

 

【図表 21-5 命の危険を感じたこと（地域別１）】暴力行為経験者ベース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 21-6 命の危険を感じたこと（地域別１）】回答者全体ベース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.3 

3.4 

4.3 

34.7 

31.9 

35.7 

58.0 

64.7 

60.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

美作県民局管内

(n=150)

備中県民局管内

(n=467)

備前県民局管内

(n=538)

感じた 感じなかった 無回答 

感じた 感じなかった 無回答 
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10.2

16.0 

85.3

77.8 

4.5

6.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

それ以外の市町村

(n=353)

中山間地域全域

指定市町村

(n=81)

4.0 

5.9 

34.6 

31.5 

61.4 

62.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

それ以外の市町村

(n=936)

中山間地域全域

指定市町村

(n=219)

＜地域別２＞ 

 「感じなかった」は中山間地域全域指定市町村(77.8％)が、それ以外の市町村(85.3％)を 7.5 ポイン

ト下回っている。回答者全体ベースでみると、「感じた」が 1割未満、「感じなかった」が 3割程度と大

きな差はみられない。 

 

【図表 21-7 命の危険を感じたこと（地域別２）】暴力行為経験者ベース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 21-8 命の危険を感じたこと（地域別２）】回答者全体ベース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

感じた 感じなかった 無回答 

感じた 感じなかった 無回答 
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3.2 

4.4 

31.7 

34.6 

65.1 

61.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもがいない人

(n=186)

子どもがいる人

(n=949)

＜子どもの有無別＞ 

 命の危険を「感じた」は子どもがいる、いないに関わらず、1割程度と大きな差はみられない。 

 回答者全体ベースにみても、子どもがいる、いないに関わらず、大きな差はみられない。 

 

【図表 21-9 命の危険を感じたこと（子どもの有無別）】暴力行為経験者ベース 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 21-10 命の危険を感じたこと（子どもの有無別）】回答者全体ベース 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜前回調査との比較＞ 

 H21 年調査と比べると、命の危険を「感じた」、「感じなかった」の割合はほぼ横ばいで、大きな変

化はみられない。 

 

【図表 21-11 命の危険を感じたこと（前回調査との比較）】回答者全体ベース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

6.7 

3.0 

34.4 

33.5 

40.3 

59.4 

59.8 

56.7 

H26

(n=646)

H21

(n=787)

H16

女
性 

男
性 

感じた 感じなかった 無回答 

1.5 

1.0 

1.1 

33.3 

32.1 

34.2 

65.2 

66.9 

64.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H26

(n=520)

H21

(n=580)

H16

9.4

11.3

85.9

83.8

4.7

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもがいない人

(n=64)

子どもがいる人

(n=364)

感じた 感じなかった 無回答 

感じた 感じなかった 無回答 



170 

 

問 20 で、ひとつでも２または３と答えた方のみお答えください。 

問 22 また、あなたがその相手からの行為を受けていたときに、あなたのお子さんはそれを 

目撃していましたか。(○印は 1つ) 

 

【図表 22-1 子どもの目撃】暴力行為経験者ベース 

（４）子どもの目撃 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆4人に１人が子どもの前で暴力行為を受けている 

 配偶者や恋人からの暴力を子どもが目撃していたかについて、「目撃していた」は 25.8％で約 4 人に

1人が子どもの前で暴力行為を受けている。また、「目撃していたか、いないかはわからない」は H21 年

より 6.0 ポイント上昇している。 

 

25.8

25.6

20.8

34.5

36.9

33.2

16.0

10.0

12.1

18.0

22.0

12.8

5.6

5.5

21.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H26

(n=449)

H21

(n=528)

H16

目撃していた 目撃していない 
目撃していたか、 
いないかはわからない 子どもはいない 無回答 
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22.8 

26.5 

35.9 

34.3 

15.6 

16.4 

18.0 

18.7 

7.8 

4.1 

男性

(n=167)  

女性

(n=268)  

＜性別、性・年齢別＞ 

 性・年齢別にみると、女性 30 代、40 代、男性 40 代で「目撃していた」が「目撃していない」を上回

っている。 

 

【図表 22-2 子どもの目撃（性別、性・年齢別）】暴力行為経験者ベース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

性
別 

女
性 
男
性 

19.5 

35.0 

30.8 

12.5 

14.3 

46.3 

35.0 

23.1 

16.7 

14.3 

19.5 

15.0 

11.5 

12.5 

6.1 

10.0 

23.1 

50.0 

71.4 

8.5 

5.0 

11.5 

8.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60歳以上

(n=82)

50代

(n=20)   

40代

(n=26)   

30代

(n=24)   

20代

(n=7)   

20.0 

30.5 

36.5 

27.5 

8.3 

50.0 

30.5 

25.0 

17.5 

16.7 

18.0 

18.6 

15.4 

15.0 

8.0 

15.3 

19.2 

35.0 

75.0 

4.0 

5.1 

3.8 

5.0 

60歳以上

(n=100)

50代

(n=59)   

40代

(n=52)   

30代

(n=40)   

20代

(n=12)   

目撃していた 目撃していない 

目撃していたか、 
いないかはわからない 子どもはいない 無回答 
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26.6 

19.8 

33.7 

37.0 

15.6 

18.5 

18.1 

19.8 

5.9 

4.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

それ以外の市町村

(n=353)

中山間地域全域

指定市町村

(n=81)

＜地域別１＞ 

 すべての地域で、「目撃していない」が「目撃した」を上回っているが、美作県民局管内は「目撃し

ていた」が 3割を超えている。 

 

【図表 22-3 子どもの目撃（地域別１）】暴力行為経験者ベース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域別２＞ 

 「目撃していた」は中山間地域全域指定市町村(19.8％)がそれ以外の市町村(26.6％)を 6.8 ポイント

下回っている。 

 

【図表 22-4 子どもの目撃（地域別２）】暴力行為経験者ベース 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.0 

23.9 

24.9 

39.7 

35.6 

31.9 

13.8 

18.4 

15.0 

13.8 

14.1 

23.0 

1.7 

8.0 

5.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

美作県民局管内

(n=58)

備中県民局管内

(n=163)

備前県民局管内

(n=213)

目撃していた 目撃していない 
目撃していたか、 
いないかはわからない 子どもはいない 無回答 

目撃していた 目撃していない 
目撃していたか、 
いないかはわからない 子どもはいない 無回答 
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＜暴力の種類別＞ 

 子どもが目撃した暴力の種類別にみると、経済的暴力が 38.8％と最も高くなっている。 

 

【図表 22-5 子どもの目撃（暴力の種類別）】暴力行為経験者ベース 

 

 

 

 

 

 

 

38.8

28.1

27.9

29.4

25.8

28.6

32.2

38.5

30.5

34.5

10.2

16.9

13.5

18.2

16.0

20.4

17.7

16.3

17.1

18.0

2.0

5.2

3.8

4.8

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経済的暴力

(n=49)

精神的暴力

(n=367)

性的暴力

(n=104)

身体的暴力

(n=269)

暴力全体

(n=449)

目撃していた 目撃していない 

目撃していたか、 
いないかはわからない 子どもはいない 無回答 
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問 20 で、ひとつでも２または３と答えた方のみお答えください。 

問 23 あなたは、その受けた行為について誰かに打ち明けたり、相談したりしましたか。 

(○印はいくつでも) 

 

【図表 23-1 配偶者からの暴力についての相談先】暴力行為経験者ベース 

67.5 

20.5 

19.1 

1.6 

0.9 

0.9 

0.9 

0.7 

0.7 

0.7 

0.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.7 

60.7 

24.9 

24.1 

2.7 

0.8 

1.2 

1.2 

1.2 

0.8 

0.8 

0.8 

0.4 

0.0 

0.0 

0.8 

78.8 

13.5 

10.3 

0.0 

0.6 

0.6 

0.6 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0 20 40 60 80 100

全体(n=425)

女性(n=257)

男性(n=156)

（％）

（５）配偶者からの暴力についての相談先 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「誰(どこ)にも相談しなかった」は 6割以上、相談先では「友人・知人」、「家族・親せき」が高い 

 暴力行為を受けたことを誰（どこ）に相談したかについて、「誰（どこ）にも相談しなかった」が 67.5％

と最も高く、次いで「友人・知人に相談した」（20.5％）、「家族・親せきに相談した」（19.1％）などの

順となっている。 

 「誰（どこ）にも相談しなかった」は女性（60.7％）が男性（78.8％）を 18.1 ポイント下回ってい

る。 

誰(どこ)にも相談しなかった

家族・親せきに相談した

市役所・町村役場に相談した

警察に連絡・相談した

法務局・地方法務局、人権擁護委員に相談した

裁判所に相談した

岡山県男女共同参画推進センター

(ウィズセンター)に相談した

女性相談所、女性(婦人)相談員に相談した

その他の公的機関に相談した

市町村の女性のための総合的な施設

(男女共同参画推進センターなど)に相談した

弁護士に相談した

医師・カウンセラーに相談した

民間の相談機関(民間シェルターなど)に相談した

その他 

友人・知人に相談した
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＜性・年齢別＞ 

 男女ともに、女性 20 代を除いて「誰（どこ）にも相談しなかった」、女性 20 代で「友人・知人に相

談した」が最も高くなっている。「家族・親せきに相談した」、「友人・知人に相談した」はほぼすべて

の年代で上位に入っている。 

 

【図表 23-2 配偶者からの暴力についての相談先（性・年齢別）】暴力行為経験者ベース 

 

  

（単位：％）

20代 友人・知人に相談した 54.5 誰(どこ)にも相談しなかった 27.3 家族・親せきに相談した 18.2

30代 誰(どこ)にも相談しなかった 47.4 友人・知人に相談した 36.8 家族・親せきに相談した 31.6

40代 誰(どこ)にも相談しなかった 56.0 友人・知人に相談した 30.0 家族・親せきに相談した 28.0

50代 誰(どこ)にも相談しなかった 56.1 家族・親せきに相談した 33.3 友人・知人に相談した 29.8

60歳以上 誰(どこ)にも相談しなかった 75.0 家族・親せきに相談した 15.6 友人・知人に相談した 10.4

20代 誰(どこ)にも相談しなかった 83.3 友人・知人に相談した 16.7 -

30代 誰(どこ)にも相談しなかった 56.5 友人・知人に相談した 39.1 家族・親せきに相談した 8.7

40代 誰(どこ)にも相談しなかった 78.3 家族・親せきに相談した 13.0 友人・知人に相談した 8.7

50代 誰(どこ)にも相談しなかった 63.2 家族・親せきに相談した 26.3 友人・知人に相談した 21.1

60歳以上 誰(どこ)にも相談しなかった 89.6 家族・親せきに相談した 7.8 友人・知人に相談した 3.9

男

性

１位 ２位 ３位

女

性
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＜地域別１＞ 

 すべての地域で、「誰（どこ）にも相談しなかった」が最も高くなっており、「家族・親せきに相談し

た」、「友人・知人に相談した」も上位に入っている。 

 

【図表 23-3 配偶者からの暴力についての相談先（地域別１）】暴力行為経験者ベース 

 

 

 

＜地域別２＞ 

 いずれの地域も、「誰（どこ）にも相談しなかった」が最も高くなっており、「家族・親せきに相談し

た」、「友人・知人に相談した」も上位に入っている。 

 

【図表 23-4 配偶者からの暴力についての相談先（地域別２）】暴力行為経験者ベース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

１位
誰(どこ)にも相談しな

かった
67.5

誰(どこ)にも相談しな

かった
69.0

誰(どこ)にも相談しな

かった
62.5

２位 家族・親せきに相談した 18.5 友人・知人に相談した 21.3 家族・親せきに相談した 26.8

３位 友人・知人に相談した 18.0 家族・親せきに相談した 18.7 友人・知人に相談した 25.0

備前県民局管内 備中県民局管内 美作県民局管内

（単位：％）

１位
誰(どこ)にも相談しな

かった
68.8

誰(どこ)にも相談しな

かった
67.1

２位 家族・親せきに相談した 22.1 友人・知人に相談した 20.7

３位 友人・知人に相談した 18.2 家族・親せきに相談した 19.2

中山間地域全域指定市町村 それ以外の市町村
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67.5 

20.5 

19.1 

1.6 

0.9 

0.9 

0.9 

0.7 

0.7 

0.7 

0.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.7 

53.3 

24.5 

23.7 

5.4 

3.1 

1.6 

1.2 

1.6 

0.4 

0.8 

0.4 

0 20 40 60 80

誰(どこ)にも相談しなかった

友人・知人に相談した

家族・親せきに相談した

警察に連絡・相談した

裁判所に相談した

市役所・町村役場に相談した

医師・カウンセラーに相談した

女性相談所、女性(婦人)相談員に相談した

その他の公的機関に相談した

弁護士に相談した

民間の相談機関(民間シェルターなど)に相談した

法務局・地方法務局、人権擁護委員に相談した

その他

県（H26）(n=425)

国（H23）(n=257)

（％）

＜国調査との比較＞ 

 国調査（H23）と比べると、「誰（どこ）にも相談しなかった」は県調査（67.5％）が国調査（53.3％）

を 14.2 ポイント上回っている。「友人・知人に相談した」、「家族・親せきに相談した」は県調査が

国調査を下回っている。 

 

【図表 23-5 配偶者からの暴力についての相談先（国調査との比較）】暴力行為経験者ベース 

 

 

 

※国調査は、内閣府が H23 年に実施した「男女間における暴力に関する世論調査」 

※1 国調査は配偶者からの被害の相談先 

※2 「弁護士に相談した」には、国は弁護士のほか、 

   弁護士会、カウンセラー・カウンセリング機関、民 

   間シェルターなども含む 

※3 その他に、国は「学校関係者に相談した」を含む 

※4 国調査は無回答を含む 

岡山県男女共同参画推進センター

(ウィズセンター)に相談した

市町村の女性のための総合的な施設

(男女共同参画推進センターなど)に相談した

※国調査にはない項目 

※国調査にはない項目 

※国調査にはない項目 

※国調査にはない項目 
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問 23 で、１と答えた方のみお答えください。 

問 24 誰（どこ）にも相談しなかった理由は何ですか。(○印はいくつでも) 

【図表 24-1 相談しなかった理由】 

61.4 

32.9 

24.3 

16.8 

13.6 

9.6 

4.3 

3.2 

2.5 

0.4 

0.4 

0.0 

5.0 

57.8 

27.3 

28.6 

20.1 

16.2 

5.2 

4.5 

3.9 

2.6 

0.6 

0.6 

0.0 

7.8 

66.1 

37.3 

17.8 

12.7 

10.2 

14.4 

4.2 

2.5 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

1.7 

0 20 40 60 80

全体(n=280)

女性(n=154)

男性(n=118)

（％）

（６）相談しなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「相談するほどのことではないと思った」、「自分にも悪いところがあると思った」、「自分さえが

まんすれば、なんとかこのままやっていけると思った」が上位に 

相談しなかった理由について、「相談するほどのことではないと思った」は 61.4％と最も高く、次い

で「自分にも悪いところがあると思った」（32.9％）、「自分さえがまんすれば、なんとかこのままや

っていけると思った」（24.3％）などの順となっている。 

 性別にみると、「自分にも悪いところがあると思った」は男性（37.3％）が女性（27.3％）を 10.0

ポイント、「自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思った」は女性（28.6％）が男

性（17.8％）を 10.8 ポイント上回っている。 

  

相談するほどのことではないと思った

自分さえがまんすれば、

なんとかこのままやっていけると思った

相談しても無駄だと思った

他人を巻き込みたくなかった

恥ずかしくて（世間体が悪くて）相談できなかった

どこに相談したらよいかわからなかった

相手の行為は自分に対する愛情表現だと思った

誰にも言わないよう、相手におどされた

 

そのことについて思い出したくなかった

その他

 

相談窓口の担当者の言動により、

不快な思いをすると思った

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、

もっとひどい暴力を受けると思った

自分にも悪いところがあると思った
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＜性・年齢別＞ 

男女ともに、すべての年代で「相談するほどのことではないと思った」が最も高くなっている。 

女性は、「自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思った」は 40 代を除くすべて

の年代で上位に入っている。男性は、「自分にも悪いところがあると思った」はすべての年代で上位に

入っている。 

【図表 24-2 相談しなかった理由（性・年齢別）】 

 

 

 

（単位：％）

相談しても無駄だと思った

自分にも悪いところがあると

思った

その他

40代
相談するほどのことではな

いと思った
39.3 相談しても無駄だと思った 35.7

自分にも悪いところがあると

思った
28.6

50代
相談するほどのことではな

いと思った
62.5

自分さえがまんすれば、な

んとかこのままやっていける

と思った

34.4 相談しても無駄だと思った 31.3

60歳以上
相談するほどのことではな

いと思った
64.3

自分にも悪いところがあると

思った
31.4

自分さえがまんすれば、な

んとかこのままやっていける

と思った

28.6

どこに相談したらよいかわか

らなかった

恥ずかしくて（世間体が悪く

て）相談できなかった

他人を巻き込みたくなかった

相手の行為は自分に対する

愛情表現だと思った

30代
相談するほどのことではな

いと思った
76.9

自分にも悪いところがあると

思った
30.8

自分さえがまんすれば、な

んとかこのままやっていける

と思った

23.1

40代
相談するほどのことではな

いと思った
66.7

自分にも悪いところがあると

思った
27.8

自分さえがまんすれば、な

んとかこのままやっていける

と思った

22.2

60歳以上
相談するほどのことではな

いと思った
63.1

自分にも悪いところがあると

思った
41.5

自分さえがまんすれば、な

んとかこのままやっていける

と思った

21.5

18.281.8
相談するほどのことではな

いと思った
他人を巻き込みたくなかった

恥ずかしくて（世間体が悪くて）相談できなかった

自分にも悪いところがあると思った

20.040.0

16.727.8

自分さえがまんすれば、な

んとかこのままやっていける

と思った

自分にも悪いところがあると

思った

２位 ３位

女

性

33.366.7
相談するほどのことではな

いと思った
20代

相手の行為は自分に対する愛情表現だと思った

自分にも悪いところがあると思った

自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思った

他人を巻き込みたくなかった

30代

相談するほどのことではな

いと思った

61.1
相談するほどのことではな

いと思った

１位

男

性

50代

20代 60.0
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＜地域別１＞ 

すべての地域で、「相談するほどのことではないと思った」が最も高く、次いで「自分にも悪いとこ

ろがあると思った」、「自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思った」の順となっ

ている。 

 

【図表 24-3 相談しなかった理由（地域別１）】 

 

 

 

＜地域別２＞ 

いずれの地域も、「相談するほどのことではないと思った」が最も高く、次いで「自分にも悪いとこ

ろがあると思った」、「自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思った」の順となっ

ている。 

 

【図表 24-4 相談しなかった理由（地域別２）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

１位
相談するほどのことで

はないと思った
57.6

相談するほどのことで

はないと思った
67.6

相談するほどのことで

はないと思った
66.7

２位
自分にも悪いところがあ

ると思った
32.6

自分にも悪いところがあ

ると思った
31.4

自分にも悪いところがあ

ると思った
30.3

３位

自分さえがまんすれ

ば、なんとかこのまま

やっていけると思った

22.7

自分さえがまんすれ

ば、なんとかこのまま

やっていけると思った

25.7

自分さえがまんすれ

ば、なんとかこのまま

やっていけると思った

27.3

備前県民局管内 備中県民局管内 美作県民局管内

（単位：％）

１位
相談するほどのことで

はないと思った
61.5

相談するほどのことで

はないと思った
62.8

２位
自分にも悪いところがあ

ると思った
28.8

自分にも悪いところがあ

ると思った
32.6

３位

自分さえがまんすれ

ば、なんとかこのまま

やっていけると思った

26.9

自分さえがまんすれ

ば、なんとかこのまま

やっていけると思った

23.9

中山間地域全域指定市町村 それ以外の市町村
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＜暴力の種類別＞ 

経済的暴力を除くすべての暴力で「相談するほどのことではないと思った」が 5割を超え、最も高く

なっている。経済的暴力は「自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思った」が 4 割

で最も高くなっている。身体的暴力、精神的暴力では「自分にも悪いところがあると思った」が上位に

挙がっている。 

 

【図表 24-5 相談しなかった理由（暴力の種類別）】 

 

 

  

(単位:％)

１位 
相談するほどのこと
ではないと思った

60.2
相談するほどのこと
ではないと思った

51.6
相談するほどのこと
ではないと思った

58.7

自分さえがまんすれ
ば、なんとかこのま
まやっていけると
思った

42.1

２位 
自分にも悪いところ
があると思った

31.3

自分さえがまんすれ
ば、なんとかこのま
まやっていけると
思った

35.9
自分にも悪いところ
があると思った

35.7
相談しても無駄だと
思った

36.8

３位 

自分さえがまんすれ
ば、なんとかこのま
まやっていけると
思った

22.3
恥ずかしくて（世間
体が悪くて）相談で
きなかった

25.0

自分さえがまんすれ
ば、なんとかこのま
まやっていけると
思った

25.2
相談するほどのこと
ではないと思った

31.6

身体的暴力 性的暴力 精神的暴力 経済的暴力
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問 25 男女間における暴力（配偶者や交際相手からの暴力、性犯罪、セクシュアルハラスメント

など）への取組として必要なことは何ですか。(○印はいくつでも) 

 

【図表 25-1 男女間の暴力を防止するために必要なこと】 

56.2 

52.9 

45.7 

42.9 

42.4 

37.9 

34.4 

31.0 

28.1 

26.4 

25.4 

25.0 

19.4 

11.8 

11.7 

2.8 

0.5 

4.6 

55.6 

56.1 

44.4 

45.4 

40.1 

36.7 

37.2 

33.4 

27.7 

24.1 

22.9 

25.5 

18.5 

8.3 

9.5 

2.9 

0.4 

5.0 

56.5 

48.8 

47.3 

40.2 

44.3 

39.4 

30.8 

28.3 

28.3 

28.3 

29.1 

24.5 

20.9 

15.4 

14.2 

2.9 

0.7 

4.5 

0 20 40 60

全体(n=1,347)

女性(n=725)

男性(n=584)

（％）

（７）男女間の暴力を防止するために必要なこと 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う」が 56.2％と最高 

 男女間の暴力を防止するために必要なことについて、「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止す

るための教育を行う」が 56.2％と最も高く、次いで「被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口

家庭で保護者が子どもに対し、

暴力を防止するための教育を行う

幼いときから男女が平等であることの

教育をしっかり行う

学校・大学で児童・生徒・学生に対し、

暴力を防止するための教育を行う

被害を受けて悩んでいる人へ相談窓口や

解決方法等の情報を提供する

地域で、暴力を防止するための研修会、

イベントなどを行う

メディアを活用して、

広報・啓発活動を積極的に行う

職場で、暴力を防止するための研修会などを行う

被害者を保護する体制を整備する

被害者が早期に相談できるよう、

身近な相談窓口を増やす

被害者を発見しやすい立場にある警察や

医療関係者などに対し、研修や啓発を行う

被害者が自立して生活できるよう支援する

特に対策の必要はない

地域住民同士で関わり合い（見守りなど）を強めていく

暴力を振るったことのある者に対し、

二度と繰り返さないための教育を行う

加害者への罰則を強化する

暴力を助長するおそれのある情報

（雑誌、コンピューターソフトなど）を取り締まる

その他

わからない
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を増やす」（52.9％）、「幼いときから男女が平等であることの教育をしっかり行う」（45.7％）などの順

となっている。 

 

 

＜性・年齢別＞ 

 女性は、20 代、30 代、50 代で「被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす」、40 代、

60 歳以上で「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う」が最も高くなっている。 

 男性は、年代ごとに意見が分かれているが、「被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増

やす」、「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う」がほぼすべての年代で上

位に入っている。 

 

【図表 25-2 男女間の暴力を防止するために必要なこと（性・年齢別）】 

 

 

  

（単位：％）

20代

被害者が早期に相談できる

よう、身近な相談窓口を増や

す

66.1 加害者への罰則を強化する 58.1
被害者を保護する体制を整

備する
53.2

30代

被害者が早期に相談できる

よう、身近な相談窓口を増や

す

52.3
被害者を保護する体制を整

備する
51.4

家庭で保護者が子どもに対

し、暴力を防止するための教

育を行う

49.5

40代

家庭で保護者が子どもに対

し、暴力を防止するための教

育を行う

63.2

被害者が早期に相談できる

よう、身近な相談窓口を増や

す

56.0
被害者を保護する体制を整

備する
54.4

50代

被害者が早期に相談できる

よう、身近な相談窓口を増や

す

59.6

家庭で保護者が子どもに対

し、暴力を防止するための教

育を行う

57.4
被害者を保護する体制を整

備する
51.5

60歳以上

家庭で保護者が子どもに対

し、暴力を防止するための教

育を行う

55.6

被害者が早期に相談できる

よう、身近な相談窓口を増や

す

53.0

幼いときから男女が平等で

あることの教育をしっかり行

う

49.5

被害者が早期に相談できるよ

う、身近な相談窓口を増やす

被害者を保護する体制を整備

する

40代

家庭で保護者が子どもに対

し、暴力を防止するための教

育を行う

62.0

被害者が早期に相談できる

よう、身近な相談窓口を増や

す

50.6

学校・大学で児童・生徒・学

生に対し、暴力を防止するた

めの教育を行う

46.8

被害者が早期に相談できるよ

う、身近な相談窓口を増やす

被害者を保護する体制を整

備する

60歳以上

家庭で保護者が子どもに対

し、暴力を防止するための教

育を行う

60.2

幼いときから男女が平等で

あることの教育をしっかり行

う

54.2

被害者が早期に相談できる

よう、身近な相談窓口を増や

す

48.6

家庭で保護者が子どもに対

し、暴力を防止するための教

育を行う

58.2 47.8

男

性

48.951.1

家庭で保護者が子どもに対

し、暴力を防止するための教

育を行う

54.3

幼いときから男女が平等で

あることの教育をしっかり行

う

50代

37.1

学校・大学で児童・生徒・学

生に対し、暴力を防止するた

めの教育を行う

42.920代
被害者を保護する体制を整備する

被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす

30代 加害者への罰則を強化する 59.7

１位 ２位 ３位

女

性
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＜地域別１＞ 

 すべての地域で、「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う」が最も高くな

っている。「被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす」、「幼いときから男女が平等

であることの教育をしっかり行う」も上位に入っている。 

 

【図表 25-3 男女間の暴力を防止するために必要なこと（地域別１）】 

 

 

 

＜地域別２＞ 

 いずれの地域も、「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う」が最も高くな

っており、次いで「被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす」、「幼いときから男女が

平等であることの教育をしっかり行う」の順となっている。 

 

【図表 25-4 男女間の暴力を防止するために必要なこと（地域別２）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：％）

１位

家庭で保護者が子ども

に対し、暴力を防止する

ための教育を行う

56.1

家庭で保護者が子ども

に対し、暴力を防止する

ための教育を行う

56.7

家庭で保護者が子ども

に対し、暴力を防止する

ための教育を行う

59.2

被害者が早期に相談できる

よう、身近な相談窓口を増

やす
幼いときから男女が平等で

あることの教育をしっかり行

う

３位

幼いときから男女が平

等であることの教育を

しっかり行う

45.9

幼いときから男女が平

等であることの教育を

しっかり行う

42.9
学校・大学で児童・生徒・

学生に対し、暴力を防止

するための教育を行う

45.9

２位

被害者が早期に相談で

きるよう、身近な相談窓

口を増やす

51.4

被害者が早期に相談で

きるよう、身近な相談窓

口を増やす

54.8

備前県民局管内 備中県民局管内 美作県民局管内

50.3

（単位：％）

１位

家庭で保護者が子ども

に対し、暴力を防止する

ための教育を行う

56.3

家庭で保護者が子ども

に対し、暴力を防止する

ための教育を行う

56.8

２位

被害者が早期に相談で

きるよう、身近な相談窓

口を増やす

48.8

被害者が早期に相談で

きるよう、身近な相談窓

口を増やす

53.5

３位

幼いときから男女が平

等であることの教育を

しっかり行う

45.0

幼いときから男女が平

等であることの教育を

しっかり行う

45.2

中山間地域全域指定市町村 それ以外の市町村
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＜暴力を受けた経験の有無別＞ 

暴力を受けた経験の有無による相違をみると、暴力を受けた経験がない人の方が全体的に高くなって

いるが、「幼いときから男女が平等であることの教育をしっかり行う」、「メディアを活用して、広報・

啓発活動を積極的に行う」などは暴力を受けた経験のある人の方が高くなっている。 

 

【図表 25-5 男女間の暴力を防止するために必要なこと（暴力を受けた経験の有無別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54.4 

45.4 

49.4 

39.7 

36.1 

31.4 

29.8 

26.0 

24.8 

19.0 

27.1 

22.8 

13.1 

10.6 

9.5 

2.9 

0.7 

3.6 

59.8 

58.5 

46.1 

46.1 

48.6 

42.0 

38.1 

34.7 

30.5 

31.4 

25.4 

27.0 

22.3 

12.0 

12.2 

2.5 

0.1 

4.5 

0 20 40 60 80

暴力を受けた経験あり(n=443)

暴力を受けた経験なし(n=714)

（％）

家庭で保護者が子どもに対し、

暴力を防止するための教育を行う

幼いときから男女が平等であることの

教育をしっかり行う

学校・大学で児童・生徒・学生に対し、

暴力を防止するための教育を行う

被害を受けて悩んでいる人へ相談窓口や

解決方法等の情報を提供する

地域で、暴力を防止するための研修会、

イベントなどを行う

メディアを活用して、

広報・啓発活動を積極的に行う

職場で、暴力を防止するための研修会などを行う

被害者を保護する体制を整備する

被害者が早期に相談できるよう、

身近な相談窓口を増やす

被害者を発見しやすい立場にある警察や

医療関係者などに対し、研修や啓発を行う

被害者が自立して生活できるよう支援する

特に対策の必要はない

地域住民同士で関わり合い（見守りなど）を強めていく

暴力を振るったことのある者に対し、

二度と繰り返さないための教育を行う

加害者への罰則を強化する

暴力を助長するおそれのある情報

（雑誌、コンピューターソフトなど）を取り締まる

その他

わからない
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53.4 

53.4 

45.9 

43.8 

40.4 

34.2 

32.9 

29.5 

27.4 

26.0 

22.6 

15.8 

13.7 

9.6 

8.2 

4.8 

0.0 

2.1 

0 20 40 60 （％）

＜「何度も」暴力行為を受けたことがある回答者＞ 

 何度も暴力行為を受けたことがある人が回答した必要な取組みは、「幼いときから男女が平等である

ことの教育をしっかり行う」、「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う」が

53.4％と最も高く、次いで「学校・大学で児童・生徒・学生に対し、暴力を防止するための教育を行う」

（45.9％）、「被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす」（43.8％）などの順となっ

ている。 

 

【図表 25-6 男女間の暴力を防止するために必要なこと（「何度も」暴力行為を受けたことがある回答者）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家庭で保護者が子どもに対し、

暴力を防止するための教育を行う

幼いときから男女が平等であることの

教育をしっかり行う

学校・大学で児童・生徒・学生に対し、

暴力を防止するための教育を行う

被害を受けて悩んでいる人へ相談窓口や

解決方法等の情報を提供する

地域で、暴力を防止するための研修会、

イベントなどを行う

メディアを活用して、

広報・啓発活動を積極的に行う

職場で、暴力を防止するための研修会などを行う

被害者を保護する体制を整備する

被害者が早期に相談できるよう、

身近な相談窓口を増やす

被害者を発見しやすい立場にある警察や

医療関係者などに対し、研修や啓発を行う

被害者が自立して生活できるよう支援する

特に対策の必要はない

地域住民同士で関わり合い（見守りなど）を強めていく

暴力を振るったことのある者に対し、

二度と繰り返さないための教育を行う

加害者への罰則を強化する

暴力を助長するおそれのある情報

（雑誌、コンピューターソフトなど）を取り締まる

その他

わからない

n=146
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＜前回調査との比較＞ 

H21 年調査と比べると、「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う」、「被

害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす」、「幼いときから男女が平等であることの教

育をしっかり行う」が上位に入っているが、全体的に低下傾向にある。特に、「暴力を助長するおそれ

のある情報（雑誌、コンピューターソフトなど）を取り締まる」は 14.6 ポイント低下している。 

 

【図表 25-7 男女間の暴力を防止するために必要なこと（前回調査との比較）】 

 

 57.3

52.3

45.4

0.0

39.2

42.9

0.0

0.0

29.3

30.3

29.0

39.6

22.5

11.8

9.8

3.6

0.2

4.3

56.2

52.9

45.7

42.9

42.4

37.9

34.4

31.0

28.1

26.4

25.4

25.0

19.4

11.8

11.7

2.8

0.5

4.6

0 20 40 60 80

H21(n=1,418)

H26(n=1,347)

（％）

家庭で保護者が子どもに対し、

暴力を防止するための教育を行う

幼いときから男女が平等であることの

教育をしっかり行う

学校・大学で児童・生徒・学生に対し、

暴力を防止するための教育を行う

被害を受けて悩んでいる人へ相談窓口や

解決方法等の情報を提供する

地域で、暴力を防止するための研修会、

イベントなどを行う

メディアを活用して、

広報・啓発活動を積極的に行う

職場で、暴力を防止するための研修会などを行う

被害者を保護する体制を整備する

被害者が早期に相談できるよう、

身近な相談窓口を増やす

被害者を発見しやすい立場にある警察や

医療関係者などに対し、研修や啓発を行う

被害者が自立して生活できるよう支援する

特に対策の必要はない

地域住民同士で関わり合い（見守りなど）を強めていく

暴力を振るったことのある者に対し、

二度と繰り返さないための教育を行う

加害者への罰則を強化する

暴力を助長するおそれのある情報

（雑誌、コンピューターソフトなど）を取り締まる

その他

わからない

※平成 21年度調査にはない項目 

※平成 21 年度調査にはない項目 

※平成 21 年度調査にはない項目 
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問 26 テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどメディアでの性別による固定的な役割 

分担の表現や女性に対する暴力、性の表現について、あなたはどのようにお考えですか。 

次の中からあなたのお考えに近いものをお答えください。(○印はいくつでも) 

 

【図表 26-1 メディアでの性別役割分担等の表現の現状認識】 

42.5 

37.2 

28.2 

19.6 

16.0 

11.1 

1.5 

8.3 

17.8 

41.1 

40.6 

26.2 

17.7 

13.7 

8.8 

1.0 

6.7 

20.2 

43.9 

32.6 

29.9 

22.2 

18.9 

13.4 

2.3 

10.6 

14.6 

0 20 40 60

全体(n=1,328)

女性(n=717)

男性(n=576)

（％）

（８）メディアでの性別による固定的な役割分担の表現や女性に対する暴力、性の表現の 

現状認識 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「社会全体の性に関する道徳観、倫理観が損なわれている」が 4割 

 メディアでの性別による固定的な役割分担の表現や女性に対する暴力、性の表現の現状認識について、

「社会全体の性に関する道徳観、倫理観が損なわれている」が 42.5％と最も高く、次いで｢そのような

表現を望まない人や子どもの目に触れないような配慮が足りない｣（37.2％)､「女性の性的側面を過度

に強調するなど、行き過ぎた表現が目立つ」(28.2％)などの順となっている。 

そのような表現を望まない人や

子どもの目に触れないような配慮が足りない

社会全体の性に関する道徳観、倫理観が損なわれている

女性の性的側面を過度に強調するなど、

行き過ぎた表現が目立つ

特に問題はない

女性のイメージや男性のイメージについて

偏った表現をしている

女性に対する犯罪を助長するおそれがある

性別による固定的な役割分担を助長する表現が目立つ

わからない

その他
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＜性・年齢別＞ 

 女性 30 代、40 代、男性 20 代、30 代、50 代で「そのような表現を望まない人や子どもの目に触れな

いような配慮が足りない」、女性 50 代、60 歳以上、男性 40 代、60 歳以上で「社会全体の性に関する

道徳観、倫理観が損なわれている」が最も高くなっている。 

 

【図表 26-2 メディアでの性別役割分担等の表現の現状認識（性・年齢別）】 

 

  

（単位：％）

女性に対する犯罪を助長す

るおそれがある

特に問題はない

30代

そのような表現を望まない人

や子どもの目に触れないよう

な配慮が足りない

34.9 わからない 24.5

社会全体の性に関する道徳

観、倫理観が損なわれてい

る

22.6

40代

そのような表現を望まない人

や子どもの目に触れないよう

な配慮が足りない

44.0

社会全体の性に関する道徳

観、倫理観が損なわれてい

る

35.2

女性の性的側面を過度に強

調するなど、行き過ぎた表現

が目立つ

21.6

50代

社会全体の性に関する道徳

観、倫理観が損なわれてい

る

48.5

そのような表現を望まない人

や子どもの目に触れないよう

な配慮が足りない

36.8

女性の性的側面を過度に強

調するなど、行き過ぎた表現

が目立つ

25.7

60歳以上

社会全体の性に関する道徳

観、倫理観が損なわれてい

る

52.6

そのような表現を望まない人

や子どもの目に触れないよう

な配慮が足りない

44.9

女性の性的側面を過度に強

調するなど、行き過ぎた表現

が目立つ

35.3

30代

そのような表現を望まない人

や子どもの目に触れないよう

な配慮が足りない

28.4

女性のイメージや男性のイ

メージについて偏った表現を

している

25.4

社会全体の性に関する道徳

観、倫理観が損なわれてい

る

22.4

40代

社会全体の性に関する道徳

観、倫理観が損なわれてい

る

28.8

そのような表現を望まない人

や子どもの目に触れないよう

な配慮が足りない

23.8 わからない 21.3

60歳以上

社会全体の性に関する道徳

観、倫理観が損なわれてい

る

60.1

女性の性的側面を過度に強

調するなど、行き過ぎた表現

が目立つ

35.9

そのような表現を望まない人

や子どもの目に触れないよう

な配慮が足りない

35.5

３位

女

性

25.833.9

男

性

社会全体の性に関する道徳観、倫理観が損なわれている

女性の性的側面を過度に強調するなど、行き過ぎた表現が目立つ

32.3

社会全体の性に関する道徳

観、倫理観が損なわれてい

る

36.650代
そのような表現を望まない人や子どもの目に触れないような配慮が足り

ない

女性の性的側面を過度に強調するなど、行き過ぎた表現が目立つ

そのような表現を望まない人

や子どもの目に触れないよう

な配慮が足りない

20代 22.9 20.0
特に問題はない

わからない

20代 わからない

そのような表現を望まない人

や子どもの目に触れないよう

な配慮が足りない

17.7

１位 ２位
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＜地域別１＞ 

 すべての地域で、「社会全体の性に関する道徳観、倫理観が損なわれている」が最も高く、次いで「そ

のような表現を望まない人や子どもの目に触れないような配慮が足りない」、「女性の性的側面を過度に

強調するなど、行き過ぎた表現が目立つ」の順となっている。 

 

【図表 26-3 メディアでの性別役割分担等の表現の現状認識（地域別１）】 

 

 

 

＜地域別２＞ 

 いずれの地域も、「社会全体の性に関する道徳観、倫理観が損なわれている」が最も高く、次いで「そ

のような表現を望まない人や子どもの目に触れないような配慮が足りない」、「女性の性的側面を過度

に強調するなど、行き過ぎた表現が目立つ」の順となっている。 

 

【図表 26-4 メディアでの性別役割分担等の表現の現状認識（地域別２）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：％）

１位

社会全体の性に関する

道徳観、倫理観が損な

われている

45.8

社会全体の性に関する

道徳観、倫理観が損な

われている

39.3

社会全体の性に関する

道徳観、倫理観が損な

われている

36.9

２位
そのような表現を望まな

い人や子どもの目に触れ

ないような配慮が足りない
38.0

そのような表現を望まな

い人や子どもの目に触れ

ないような配慮が足りない
36.8

そのような表現を望まな

い人や子どもの目に触れ

ないような配慮が足りない
31.9

３位
女性の性的側面を過度に

強調するなど、行き過ぎ

た表現が目立つ
28.6

女性の性的側面を過度に

強調するなど、行き過ぎ

た表現が目立つ
26.6

女性の性的側面を過度に

強調するなど、行き過ぎ

た表現が目立つ
30.6

備前県民局管内 備中県民局管内 美作県民局管内

（単位：％）

１位

社会全体の性に関する

道徳観、倫理観が損な

われている

38.8

社会全体の性に関する

道徳観、倫理観が損な

われている

42.8

２位
そのような表現を望まな

い人や子どもの目に触れ

ないような配慮が足りない

34.5
そのような表現を望まな

い人や子どもの目に触れ

ないような配慮が足りない

37.3

３位
女性の性的側面を過度に

強調するなど、行き過ぎ

た表現が目立つ

25.9
女性の性的側面を過度に

強調するなど、行き過ぎ

た表現が目立つ

28.5

中山間地域全域指定市町村 それ以外の市町村
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＜前回調査との比較＞ 

 H21 年調査と比べると、「社会全体の性に関する道徳観、倫理観が損なわれている」が最も高く、次

いで「そのような表現を望まない人や子どもの目に触れないような配慮が足りない」、「女性の性的側

面を過度に強調するなど、行き過ぎた表現が目立つ」などの順となっている。また、「女性のイメージ

や男性のイメージについて偏った表現をしている」、「性別による固定的な役割分担を助長する表現が

目立つ」を除くすべての項目において割合が低下している。 

 

【図表 26-5 メディアでの性別役割分担等の表現の現状認識（前回調査との比較）】 
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そのような表現を望まない人や

子どもの目に触れないような配慮が足りない

社会全体の性に関する道徳観、

倫理観が損なわれている

女性の性的側面を過度に強調するなど、

行き過ぎた表現が目立つ

特に問題はない

女性のイメージや男性のイメージについて

偏った表現をしている

女性に対する犯罪を助長するおそれがある

性別による固定的な役割分担を助長する表現が目立つ

わからない

その他
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問 27 あなたは、｢生涯を通じての性と生殖に関する健康と権利 (リプロダクティブ・ヘルス／ 

ライツ)｣がどの程度、女性にとって重要な権利だとお考えですか。(○印は 1つ) 

※【生涯を通じての性と生殖に関する健康と権利 ( リプロダクティブ・ヘルス／ライツ )】 

「いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性関係、安全な妊娠・ 

出産、子どもが健康に産まれ育つことなどが含まれ、一人の人間として、自分の体の性と 

生殖に関することについて自己決定を行い、健康であることが尊重される」という考え方。 

 

【図表 27-1 女性にとって「生涯を通じての性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘ

ルス/ライツ）」の重要性】 

（９）女性にとっての「生涯を通じての性と生殖に関する健康と権利（ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞ・ﾍﾙｽ

/ﾗｲﾂ）」の重要性 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆8 割が「重要な権利」との認識に 

 女性にとっての「生涯を通じての性と生殖に関する健康と権利（ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞ・ﾍﾙｽ/ﾗｲﾂ）の重要性」

について、「重要な権利だと思う」は 56.1％と 5割を超え、「どちらかといえば重要な権利だと思う」を

合わせると 8割程度と高くなっている。 

 H21 年調査と比べると、「重要な権利だと思う」がやや低下しているが、5割を超えている。 

 

56.1

57.2

39.1

23.4

23.1

23.7

1.8

3.1

2.5

1.5

1.5

2.5

12.9

11.3

27.4

4.3

3.8

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H26

(n=1,386)

H21

(n=1,490)

H16

(n=2,064)

重要な権利だと思う 
どちらかといえば 
重要な権利だと思う 

どちらかといえば重要な
権利だとは思わない 

重要な権利だと
は思わない 

わからない 無回答 
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56.0 

58.6 

25.8 

22.2 

2.5 

1.1 

1.9 

1.4 

11.2 

14.1 

2.5 

2.7 

男性

(n=589)  

女性

(n=740)  

＜性別、性・年齢別＞ 

 性別にみると、男女ともに『重要な権利だと思う』（「重要な権利だと思う」と「どちらかといえば

重要な権利だと思う」を合わせた割合）は 8割を超えている。 

性・年齢別にみると、女性 60 歳以上を除くすべての年代で『重要な権利だと思う』が 8割を超えて

いる。また、『重要な権利だと思う』は女性で 40 代が 88.1％と最も高く、男性で 50 代が 86.2％と最

も高くなっている。 

 

【図表 27-2 女性にとって「生涯を通じての性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス

/ライツ）」の重要性（性別、性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53.8 

62.0 

61.1 

57.9 

69.4 

19.3 

24.8 
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24.3 

16.1 
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18.3 
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14.0 
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60歳以上

(n=290)
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40代

(n=126)  

30代

(n=107)  

20代

(n=62)  

54.2 

54.3 

52.5 

65.7 

62.9 

26.0 

31.9 

26.3 

17.9 

20.0 
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2.5 
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10.1 
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15.0 
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17.1 
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60歳以上

(n=288)

50代

(n=94)   

40代

(n=80)   

30代

(n=67)   

20代
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重要な権利だと思う 
どちらかといえば 
重要な権利だと思う 

どちらかといえば重要
な権利だとは思わない 

重要な権利だと
は思わない 

わからない 無回答 

性
別 

女
性 

男
性 
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57.5 

51.6 

23.3 

24.4 

1.8 

2.0 

1.7 

1.2 

12.8 

14.4 

3.1 

6.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

それ以外の市町村

(n=1,079)

中山間地域全域

指定市町村

(n=250)

＜地域別１＞ 

 すべての地域で、『重要な権利だと思う』は 8割程度となっている。 

 

【図表 27-3 女性にとって「生涯を通じての性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス

/ライツ）」の重要性（地域別１）】 

 

 

＜地域別２＞ 

 いずれの地域も、『重要な権利だと思う』が最も高くなっており、中山間地域全域指定市町村(76.0％)

がそれ以外の市町村(80.8％)を 4.8 ポイント下回っている。 

 

【図表 27-4 女性にとって「生涯を通じての性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス

/ライツ）」の重要性（地域別２）】 
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